
青森県総合運動公園・新青森県総合運動公園運動　行為利用料金表

D） 行為

行為の内容

物品を販売し、又は頒布すること。

非営利 1㎡につき1日10円

営利 1㎡につき1日100円

旧主競技場 1時間920円

旧補助競技場 1時間920円

募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

ロケーションをすること。 1日につき8,380円

使　用　料

1人につき1日920円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公
園の全部又は一部を独占して利用すること。

前項の規定にかかわらず、運動競技の練習会等のために旧陸上競
技場を独占して利用する場合。

1人につき1日360円


